
 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般財団法人北海道建築指導センター 

手数料振込証貼付台紙記載要領 
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一般財団法人北海道建築指導センター 



①手数料の振込金額の内訳が単一物件、単一業務の場合 

記載例：住宅太郎邸(確認申請) 

 

金額の２５，０００円が振込金

額と同じ額になります。 

記載例の場合、貼付台紙は１申請分で１枚用意し、申請の際に提出し

ます。 

 
 
 
 

 振込証の写しを添付してください。  

 
 
 
 
 

住宅太郎邸は１つの業務なの

で、１つの申請欄に記入しま

す。 

【申請欄】 １つの申請欄には、物件ごとに１つの業務のみ記入してください。 

物件 

業務 



②手数料の振込金額の内訳が単一物件、複数業務の場合 

 記載例：住宅太郎邸(確認申請･設計検査･長期優良) ※ 併願申請時の手数料です。 

金額の合計５３，４８０円と振

込金額が同じ額になります。 

住宅太郎邸は業務ごとに３つ

の申請欄にそれぞれ記入しま

す。 

物件 

業務 

【申請欄】 １つの申請欄には、物件ごとに１つの業務のみ記入してください。 

記載例の場合、貼付台紙は２申請分で計２枚（コピー可）用意し、それぞ

れの申請の際に、１枚ずつ提出します。 

 
 
 
 

 振込証の写しを添付してください。  

 
 
 
 
 



③手数料の振込金額の内訳が複数物件、同一業務の場合 

 記載例：住宅太郎邸(確認申請)、建築花子邸(確認申請) 

 

住宅太郎邸及び建築花子邸

は物件ごとに２つの申請欄に

それぞれ記入します。 

金額の合計５０，０００円と振

込金額が同じ額になります。 

記載例の場合、貼付台紙は２申請分で計２枚（コピー可）用意し、それぞ

れの申請の際に、１枚ずつ提出します。 

 
 
 
 

 振込証の写しを添付してください。  

 
 
 
 
 

物件 

業務 

【申請欄】 １つの申請欄には、物件ごとに１つの業務のみ記入してください。 



④手数料の振込金額の内訳が複数物件、複数業務の場合 
記載例：住宅太郎邸(確認申請･設計検査)、建築花子邸(確認申請･設計検査) 

※ 併願申請時の手数料です。 

 

金額の合計６１，６００円と振

込金額が同じ額になります。 

住宅太郎邸は業務ごとに２つ

の申請欄に、建築花子邸は業

務ごとに２つの申請欄にそれ

ぞれ記入します。 

記載例の場合、貼付台紙は４申請分で計４枚（コピー可）用意し、それぞ

れの申請の際に、１枚ずつ提出します。 

 
 
 
 

 振込証の写しを添付してください。  

 
 
 
 
 

業務 

物件 

【申請欄】 １つの申請欄には、物件ごとに１つの業務のみ記入してください。 
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